
７月29日(水)10:00〜行われた名古屋市

教育委員会臨時会で、来年４月から中学校

で使用される歴史・公民教科書の採択審議

が行われ、第二次世界大戦における日本の

アジアに対する侵略性を否定する立場で

記述された、育鵬社・自由社の教科書の採

択は回避されたことが各社の新聞に報道

されました。 

２期目に入った河村市長は相変わらず

「南京事件はなかったのではないか」とい

う立場を表明していますが、新しい教育委

員を市長が任命して入れ替えており、育鵬

社や自由社の教科書が採択されてしまう

可能性もある状況でした。 

採決は教育出版 3 対育鵬社 2 対東京書

籍 1 に分かれ、決選投票で 4 対 2 で教育

出版が採択されました。 

事前に行われた教科書展示では、市民か

ら、「歴史を歪曲する歴史教科書の採択に

反対」と、育鵬社・自由社の教科書を採択

しないよう求める意見が多数寄せられ、こ

の結果を教育委員会臨時会の論議の中で

質問した委員もいました。臨時会当日も会

議室の廊下で傍聴から溢れた新婦人の皆

さんらが、横断幕でアピールしたことなど

と合わせ、幅広い市民が積極的な運動を展

開した成果と言えます。 

しかし、東京都教育委員会や神奈川県藤

沢市教育委員会が相次いで育鵬社の歴

史・公民教科書を採択したことなど、警戒

すべき動向が続いています。今後も注視が

必要です。（裏もあります→） 
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来年の中学教科書採択、

歴史捏造教科書を回避 

柴田たみお事務所にて、提携弁護士と初回

無料で法律相談ができます。 

相続・金銭トラブル・裁判など、お気軽に

ご相談ください【予約制・30分】 

 第２金曜日：午後 2時〜4時 

 第４火曜日：午後 6時〜8時 

8月 14日(金)は休み 

8月 25日(火)午後 6時〜8時 

9月 11日(金)午後 2時〜4時 

電話：052-858-3255 にご予約ください! 

※生活相談は随時受け付けています 
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柴田たみお事務所  
昭和区南分町 3-3 tel 052-858-3255 
御器所駅から徒歩 11分・川名駅から徒歩 11分 

（事務所の駐車場はありませんが、東隣に名鉄協商コ

インパーキングがあります） 
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メ ー ル マ ガ ジ ン に ご 登 録 を 
 市会議員柴田民雄の活動状況を直接お手元に

お届けするメールマガジンを不定期発行してい

ます。 

 登録方法は、右下の QRコードを読み取って表

示 さ れ る メ ー ル ア ド レ ス ( 手 打 ち で 

mtouroku@tamio.jcpweb.net でも可)に空メー

ルを送るだけ！簡単です。なお、メルマガの送信

元はmmaga@tamio.jcpweb.net です。ここから

のメールを拒否してしまわないように、迷惑メー

ル対策にご注意ください。 

 登録したのに送られてこない 

場合は shibata@tamio.jcpweb.net 

までお問い合わせください。 

前号でもお知らせしましたが、7 月 25

日(土)〜27日(月)の 3日間、金沢で行われ

た第 57回自治体学校 in金沢に、参加して

きました。 

１日目

に行われ

た記念講

演は、宮本

憲一さん

（大阪市

立大学・滋

賀大学名

誉教授／日本環境会議名誉理事長）による

「地方自治の危機と再生への道〜憲法と

沖縄問題から考える」。戦後民主主義の発

展の歴史を、環境問題を軸に振り返り、大

規模な公害問題の発生が、住民自治を大き

く飛躍させる契機になったことを指摘。私

自身、公害被害者としての政治を志す原点

を改めて熱く思い出させてくれるお話で

した。 

また、憲法が破壊されようとしている今

日において、地方自治の力で対抗するため

には、「ゆっくりとした変革を求める保守

層」との連携をいかに作れるかにかかって

いる、との指摘には納得でした。 

続いて行われたパネルディスカッショ

ンでは、大規模な自治体の合併について、

財政面、住民の福祉の偏在化などの分析を

行い、「小さくても輝く自治体」を目指す

取り組みをされてきた長野県阿智村の岡

村一雄前村長の思いの溢れる話に、胸が熱

くなりました。また、戦争法案の中に含ま

れている「国民保護法」の問題に触れられ、

私が総務環境委員会で戦争法案について

発言した指摘を、ここでも同じ思いで発言

してくれていたことに励まされました。 

また、沖縄辺野古、大阪市住民投票、石

川民医連のリレートークもあり、熱い連帯

の拍手に包まれました。 

二日目は、「水は憲法に保障された生存

権」の分科会に参加しました。 

ヨーロッパでは日本に先駆けて水道の

民営化が進んだ国々で、相次いで再公営化

の流れが起こっていると。川崎市で、水道

民営化で上質な自己水源を放棄して高価

な事業団水源を導入しようとする動きを

住民の訴訟で跳ね返そうとしている報告。

ジュネーブ条約で、戦争中であっても、上

下水道施設は破壊してはならないと取り

決められていることなど、水道について知

らなかったことがたくさん学べ、そして公

的責任で上下水道を守ることの大切さを

改めて知りました。 

３日目は、朝金沢城址を見学。何もかも

名古屋城とはスケールが違い、本物「復元」

にこだわることの小ささを思い知らされ

ました。 

その後は３箇所を視察。１つ目は「金沢

市民芸術村」です。前号でも触れましたが、

24 時間 365 日 6 時間 1000 円で利用でき

る市民の芸術文化活動のための施設に、思

わず「引っ越してきたい」と思ってしまう

ほど。運営費の１割しか利用料収入で賄え

ない仕組みにもかかわらず、指定管理者制

度で、毎年予算は維持（他の指定管理事業

は毎年 10%削減の圧力がかかり減らされ

続けている）。むしろ、もっと部屋を増や

し、事業を拡大して欲しいと要求が上がっ

ているとのことでした。市民の文化・芸術

に対する価値観の違いを感じました。 

２つ目は 21世紀美術館。金沢大学の付

属小中学校の移転後の跡地を買い取り、現

代芸術で街の賑わいを生み出すことと市

民の憩いの場を提供することを目的に

200 億円で設置。見事に成功しています。

こちらもその潔さに感服します。 

３つ目は、古九谷発祥の地、加賀市大聖

寺にある硲伊之助
はざまいのすけ

美術館。九谷焼きの技術

を再生させ、独自の絵画芸術と融合させた

故硲伊之助
はざまいのすけ

氏のお弟子さんが維持してい

る美術館です。100才のむのたけじさんや、

大田昌秀元沖縄県知事の講演会やピアノ

コンサートなど、平和と文化のイベントな

どに熱心に取り組んでいます。しかし残念

ながら、茅葺屋根のメンテナンスなどにも

ほとんど補助金は出ず、ほぼ「友の会」の

会費で支えられているとのこと。金沢市の

大胆さに比較して、一般市町村の文化行政

の不足を、市民の力で支えている構造に、

その心意気の高さと行政の遅れを痛感し

ました。 

名古屋市政に生かしてゆく課題をたく

さん受け取った研修でした。 
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